
入会について 

入会ご希望の皆様へ 
大阪青年司法書士会 

会長 平 野 次 郎 

 

 

入会資格 

 満４５歳未満の大阪司法書士会会員であれば，いつでも誰でも入会できます。なお，

他府県会会員の司法書士は正会員として，満４５歳以上の司法書士・未登録の司法書

士有資格者も特別会員として，役員会の承認を得て入会することが出来ます。 

 

会員区分 

正 会 員 

司法書士登録をした満４５歳未満の者で青年会に入会した者，及び，

４５歳以上の司法書士で役員会において正会員になることの承認を

経て青年会に入会した者 

特 別 

会 員 
満４５歳以上の司法書士で役員会の承認を経て青年会に入会した者

未 登 録 

会   員 

司法書士登録をしていない司法書士となる資格を有する者で役員会

の承認を経て青年会に入会した者 

 

全国青年司法書士協議会とは 

 司法書士の青年会は，大阪青年司法書士会のように，一部の県を除いて都道府県単

位で各青年会があります。全国青年司法書士協議会（以下，「全青司」といいます。）

とは，その単位青年会の会員を主な構成員とする青年会の全国組織です。 

約３１００人の会員が在籍し，全国規模での活動をしています。活動内容について

の詳細は，全青司のホームページ（http://zenseishi.com/）をご覧下さい。 

 

全青司の会員になることのメリット 

① 全国の司法書士と交流ができます。 

② 全国研修会・全国大会（共に年１回開催）に参加することができます。 

③ 全国からの最新情報を得ることができます。 

④ 会員専用の資料を手に入れることができます。 

⑤ 全国の優秀な司法書士による最先端の研究が行われています。 

⑥ 月報全青司という機関誌が毎月お手元に届きます。 

⑦ 全国役員会にオブザーバーとして参加できます。 

 



全青司への入会について 

 大阪青年司法書士会に入会すると，原則として，自動的に全青司に入会することに

なります。 

 例外として，次の場合は，全青司への登録をしないことができます。 

① 入会と同時に会長に申し入れた場合（この場合登録しないことができるのは，

初年度のみです。入会年の翌年１月１日以降は，自動的に全青司に登録しま

す。） 

② 特別会員であって，全青司に登録しないことを会長へ申し入れた場合 

③ 未登録会員である場合（未登録会員も会長への申し入れにより全青司特別会

員になることができます。） 

 

会 費 

 年会費は３万円です（会費減免措置もあります。全青司に登録しない場合は，初年

度のみ会費を０円にすることができます）。会費の内訳及び例外規定は次の表のとお

りです。 

 

会員種別 会費 内訳 

正会員及び特別会員 ３０，０００円 

大阪青年会    １６，０００円 

全青司      １２，０００円 

近畿ブロック    ２，０００円 

特別会員で全青司に登録し

ない者 
１６，０００円 

大阪青年会    １６，０００円 

全青司           ０円

近畿ブロック        ０円 

未登録会員 １２，０００円 

大阪青年会    １２，０００円 

全青司           ０円 

近畿ブロック        ０円 

未登録会員で全青司に登録

した者 
２０，０００円 

大阪青年会    １２，０００円 

全青司       ６，０００円 

近畿ブロック    ２，０００円 

 

 

大阪青年司法書士会で開催される会合 

☆定例会 

原則として，毎月 1 回，第２又は第３金曜日に開催される会合です。青年会の様々

な活動について，ざっくばらんに話合う機会を設けたものです。会員であれば，誰

でも出席して 意見を述べることが出来ます。 

 

 



☆役員会 

不定期に行われる執行部たる役員の会議です。 

 

☆総会 

定時総会は毎年２月下旬から３月上旬くらいに開催され，臨時総会は必要に応じ

て開催されます。青年会の最高の意思決定機関で，定時総会においては，役員の改

選，次年度の予算や活動方針を決定します。 

 

 ☆各委員会 

  今年度は，研修委員会・企画研究委員会・法律相談委員会の各委員会があります。 

  この各委員会で個別の事業について進めていくことになります。 

 

 

大阪青年司法書士会のホームページＵＲＬ http://www.o-s-s-k.info/ 



 
入 会 申 込 書 

 

平成  年  月  日 

大阪青年司法書士会 会長 殿 

 

私は、貴会への入会を申し込みます。 

 

ふりがな 

氏 名  
生年

月日

昭和・平成  年  月  日生 

(満   才)

司法書士登 

録 の 有 無 

□無 

□有  所属(     )司法書士会 登録番号 第     号 

登録年月日   昭和 ・ 平成    年  月  日 

事 務 所 

(〒   －    ) 

 

 

TEL   －   －    FAX   －   －   

E-mail          ＠            

住 所 

(〒   －    ) 

 

 

TEL   －   －    FAX   －   －   

E-mail          ＠            

全 青 司 

登 録 

□全国青年司法書士協議会に入会と同時に登録する。 

□全国青年司法書士協議会に初年度は登録しない。 

※入会初年度のみ全国青年司法書士協議会への登録を選択することができます。 

別紙「入会について」をご覧のうえ選択して下さい。 

司 法 書 士

未 登 録 

の 方 

司法書士試験合格年度 昭和・平成   年 

□全国青年司法書士協議会に特別会員として登録する。 

※全国青年司法書士協議会（以下「全青司」）への登録を希望する方は□欄に 

☑印を付けて下さい。司法書士登録後は自動的に全青司の正会員となります。 

満 ４ ５ 歳 

以 上 の 方 

で司法書士 

登録をして 

い る 方 

□入会後５年を経過するまで貴会の正会員となることを希望する。 

□特別会員として入会を希望する。 

□特別会員として入会を希望するが全青司への登録はしない。 

＊送付先 事務局長 河田 真一 宛 別途送状不要 

ＦＡＸ：０６－６３１２－４４３５ 


